
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性基板上に複数本形成されたゲート電極を備えたゲート配線 上記ゲート配線と交
差する複数本のソース電極を備えたソース配線 上記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介し
て設けられた半導体層と、この半導体層に接続された上記ソース電極及びドレイン電極よ
りなる薄膜トランジスタ 上記ドレイン電極から延びたドレイン配線に接続された画素電
極を備えたＴＦＴアレイ基板において、

上記半導体層およびこれに重なる上記ドレイン配線の
上記ゲート電極端を跨ぐ部分の幅を、上記薄膜トランジスタのチャネル幅である上記ドレ
イン電極幅よりも狭く設けたことを特徴とするＴＦＴアレイ基板。
【請求項２】
 ドレイン電極およびドレイン配線は、ゲート電極上において半導体層と重ならない部分
を有することを特徴とする請求項１記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項３】
 絶縁性基板上に複数本形成されたゲート電極を備えたゲート配線 上記ゲート配線と交
差する複数本のソース電極を備えたソース配線 上記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介し
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、
、

、

上記薄膜トランジスタの上記ソース電極と上記ドレイン電極が対向するチャネル幅の方向
が上記ゲート配線と平行な方向に設けられ、上記ドレイン配線は上記ソース配線と平行な
方向に延びており、また、上記半導体層はこれに重なる上記ドレイン電極および上記ドレ
イン配線の部分では、上記チャネル部分を除いて上記ドレイン電極および上記ドレイン配
線の形状に沿って形成されており、

、
、



て設けられた半導体層と、この半導体層に接続された上記ソース電極及びドレイン電極よ
りなる薄膜トランジスタ 上記ドレイン電極に接続された画素配線を有する画素電極を備
えたＴＦＴアレイ基板において、

上記半導体層およびこれに重なる
上記画素配線の上記ゲート電極端を跨ぐ部分の幅を、上記薄膜トランジスタのチャネル幅
である上記ドレイン電極幅よりも狭く設けたことを特徴とするＴＦＴアレイ基板。
【請求項４】
 ドレイン電極および画素配線は、ゲート電極上において半導体層と重ならない部分を有
することを特徴とする請求項３記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項５】
 絶縁性基板上に複数本形成されたゲート電極を備えたゲート配線 上記ゲート配線と交
差する複数本のソース電極を備えたソース配線 上記ゲート電極上にゲート絶縁膜を介し
て設けられた半導体層と、この半導体層に接続された上記ソース電極及びドレイン電極よ
りなる薄膜トランジスタ 上記ドレイン電極に接続された画素配線を有する画素電極を備
えたＴＦＴアレイ基板において、

上記画素配線の上記ゲート電極端
を跨ぐ部分の幅を、上記薄膜トランジスタのチャネル幅である上記ドレイン電極幅よりも
狭く設けたことを特徴とするＴＦＴアレイ基板。
【請求項６】
 ドレイン電極は、ゲート電極上において半導体層と重ならない部分を有することを特徴
とする請求項５記載のＴＦＴアレイ基板。
【請求項７】
 請求項１～請求項６のいずれか一項に記載のＴＦＴアレイ基板と、透明電極およびカラ
ーフィルタ等を有する対向電極基板または透明電極を有する対向電極基板の間に液晶が配
置されていることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、薄膜トランジスタ（以後ＴＦＴと記す）をスイッチング素子として搭載したア
クティブマトリクス型のＴＦＴアレイ基板およびこれを用いた液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のＴＦＴアレイ基板の構造を図 を用いて説明する。図 （ａ）は従来のＴＦＴア
レイ基板の１画素を示す平面図、図 （ｂ）はスイッチング素子であるＴＦＴ部を示す平
面図、図 （ｃ）は図 （ｂ）中Ｄ－Ｄ’で示す部分の断面図である。図において、１は
透明絶縁性基板、２は透明絶縁性基板１上に複数本形成されたゲート配線およびこのゲー
ト配線に備えられたゲート電極、３はゲート配線２と交差する複数本のソース電極７を備
えたソース配線、５はゲート電極２上にゲート絶縁膜４を介して設けられた半導体層であ
り、この半導体層５に接続されたソース電極７及びドレイン電極６によりＴＦＴが構成さ
れている。また、８は透明導電膜よりなる画素電極で、層間絶縁膜９に設けられたコンタ
クトホール１０を介してドレイン電極６に接続されている。なお、１１はチャネル幅を示
している。
　以下に、従来のＴＦＴアレイ基板の製造方法を簡単に説明する。まず、透明絶縁性基板
１上に、スパッタ法等によりＣｒ等からなる金属膜を堆積後、写真製版法等によりパター
ニングし、ゲート電極を備えたゲート配線２を形成する。次に、プラズマＣＶＤ法等によ
りゲート絶縁膜４と半導体層５を連続して堆積し、半導体層５をパターニングした後、金
属膜を堆積しドレイン電極６、ソース電極７およびソース配線３を形成する。次に、ＴＦ
Ｔを覆うように窒化シリコン等よりなる層間絶縁膜９を成膜し、コンタクトホール１０を
形成後、スパッタ法等によりＩＴＯ等の透明導電膜よりなる画素電極８を形成し、ＴＦＴ
アレイ基板が完成する。
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、

上記ドレイン電極は上記ゲート電極上にのみ設けられ、

、
、

、

上記ドレイン電極は上記ゲート電極上にのみ設けられ、

７ ７
７

７ ７



【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
液晶表示装置は、上記のＴＦＴアレイ基板と対向電極基板の間に配置された液晶を、アレ
イ基板上の画素電極８と対向電極に印加した電圧で制御することにより映像表示を行うも
のである。この時、画素電極８への印加電圧が表示エリア内で異なると、輝度ムラやショ
ットムラ、フリッカー等の表示不良を起こす。
図８に画素電極電圧と各信号電圧の関係を示す。図において、Ａはゲート電極電圧、Ｂは
画素電極電圧、Ｃはソース電極電圧を示している。ゲート電極電圧ＡがＴＦＴをオンさせ
る充電期間に、画像電極電圧Ｂがソース電極７に印加され、ドレイン電極６を介して画素
電極８に伝達される。画素電極電圧Ｂは充電期間中にソース電極電圧Ｃに到達しているが
、充電期間から保持期間ヘゲート電極電圧Ａがターンオフするとき、容量カップリング等
により画素電極電圧Ｂが低下している。この画素電極８の電圧降下はフィードスルー電圧
Ｄであり、以下の式で簡易的に表せられる。なお、式中、△Ｖ gd：フィードスルー電圧、
Ｃ gd：ゲート電極とドレイン電極の寄生容量、Ｃ s ：画素電極の補助容量、Ｃ lc：液晶容
量をそれぞれ示している。
△Ｖ gd＝△Ｖ×Ｃ gd／（Ｃ lc＋Ｃ s ＋Ｃ gd）
【０００４】
　表示エリア内でフィードスルー電圧に差が起る原因のひとつに、ゲート電極２とドレイ
ン電極６の寄生容量（以下Ｃ gdと記す）の変動がある。画素やＴＦＴがマトリクス状に配
置されているアレイ基板は、写真製版法を用いて各パターンを形成しており、複数のショ
ットを適用して１つの工程が完了する。各ショットにおいて写真製版装置のアライメント
ずれが生じた場合、ゲート電極２、半導体層５、ソース電極７およびドレイン電極６等の
パターン配置関係が各ショット間で異なる。このためゲート電極２とドレイン電極６の重
なり面積によって決定されるＣ gdがショット間で異なり、その結果各ショット間でフィー
ドスルー電圧に差が生じ、ショットムラやフリッカー等が視認され易くなる。また、ゲー
ト電極電圧Ａがターンオフされるまで、ゲート電極２上のドレイン電極６の外部に形成さ
れた半導体層５がドレイン電極６と同電位になり、これもＣ gd変動に寄与している。
　図 に示す従来のＴＦＴ構造では、ＴＦＴのチャネル幅１１に平行な方向へのアライメ
ントずれによるゲート配線２とドレイン電極６および半導体層５の重なり面積の変動は小
さいが、チャネル幅１１に垂直な方向へのアライメントずれに対しては配慮がなされてお
らず面積の変動が大きいという問題があった。さらに、従来構造では、ゲート配線２に対
する負荷容量が大きく、低減することが望ましかった。
　また、例えば特開平２－１０３３１号公報では、ゲート電極により生じる段差部上でゲ
ート絶縁膜を介して設けられるドレイン電極の段差部上の長さを、他の部分のドレイン電
極幅よりも狭くすることにより、段差部に起因する上下層の短絡発生を低減したＴＦＴア
レイ基板が提案されているが、同段差部上の半導体層の幅については記載されていなかっ
た。
【０００５】
本発明は、上記のような問題点を解消するためになされたもので、アレイ基板製造工程に
おける写真製版装置のアライメントずれに起因するショットムラやフリッカー等の表示不
良が低減されると共に、ゲート配線に対する負荷容量が低減される高開口率のＴＦＴアレ
イ基板およびこれを用いた液晶表示装置を得ることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係わるＴＦＴアレイ基板は、絶縁性基板上に複数本形成されたゲート電極を備
えたゲート配線と、このゲート配線と交差する複数本のソース電極を備えたソース配線と
、ゲート電極上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、この半導体層に接続され
たソース電極及びドレイン電極よりなる薄膜トランジスタと、ドレイン電極から延びたド
レイン配線に接続された画素電極を備えたＴＦＴアレイ基板において、
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７

薄膜トランジスタ
のソース電極とドレイン電極が対向するチャネル幅の方向がゲート配線と平行な方向に設



半導体層およびこれに重なるドレイ
ン配線のゲート電極端を跨ぐ部分の幅を、薄膜トランジスタのチャネル幅であるドレイン
電極幅よりも狭く設けたものである。
　さらに、ドレイン電極およびドレイン配線は、ゲート電極上において半導体層と重なら
ない部分を有するものである。
【０００７】
　また、絶縁性基板上に複数本形成されたゲート電極を備えたゲート配線と、このゲート
配線と交差する複数本のソース電極を備えたソース配線と、ゲート電極上にゲート絶縁膜
を介して設けられた半導体層と、この半導体層に接続されたソース電極及びドレイン電極
よりなる薄膜トランジスタと、ドレイン電極に接続された画素配線を有する画素電極を備
えたＴＦＴアレイ基板において、 半導体層
およびこれに重なる画素配線のゲート電極端を跨ぐ部分の幅を、薄膜トランジスタのチャ
ネル幅であるドレイン電極幅よりも狭く設けたものである。
　さらに、ドレイン電極および画素配線は、ゲート電極上において半導体層と重ならない
部分を有するものである。
【０００８】
　また、絶縁性基板上に複数本形成されたゲート電極を備えたゲート配線と、このゲート
配線と交差する複数本のソース電極を備えたソース配線と、ゲート電極上にゲート絶縁膜
を介して設けられた半導体層と、この半導体層に接続されたソース電極及びドレイン電極
よりなる薄膜トランジスタと、ドレイン電極に接続された画素配線を有する画素電極を備
えたＴＦＴアレイ基板において、 画素配線
のゲート電極端を跨ぐ部分の幅を、薄膜トランジスタのチャネル幅であるドレイン電極幅
よりも狭く設けたものである。
　さらに、ドレイン電極は、ゲート電極上において半導体層と重ならない部分を有するも
のである。
【０００９】
また、本発明に係わる液晶表示装置は、上記いずれかのＴＦＴアレイ基板と、透明電極お
よびカラーフィルタ等を有する対向電極基板または透明電極を有する対向電極基板の間に
液晶が配置されているものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
　以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１（ａ）は、本発明の実施
の形態１におけるＴＦＴアレイ基板のスイッチング素子であるＴＦＴ部を示す平面図、図
１（ｂ）は図１（ａ）中Ａ－Ａ’で示す部分の断面図である。図において、１は透明絶縁
性基板、２は透明絶縁性基板１上に複数本形成されたゲート配線およびこのゲート配線に
備えられたゲート電極、３はゲート配線２と交差する複数本のソース配線で、ソース電極
７を備えている。５はゲート電極２上にゲート絶縁膜４を介して設けられた半導体層であ
り、この半導体層５に接続されたソース電極７及びドレイン電極６によりＴＦＴが構成さ
れている。また、８は透明導電膜よりなる画素電極で、層間絶縁膜９に設けられたコンタ
クトホール１０を介してドレイン電極６から延びたドレイン配線６ａに接続されている。
また、１１はＴＦＴのチャネル幅を示している。本実施の形態では、

半導体層５およびこれに重なるドレイン配線６ａのゲート電極２端を跨ぐ部
分の幅を、ＴＦＴのチャネル幅１１であるドレイン電極６の幅よりも狭く設けたものであ
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けられ、ドレイン配線はソース配線と平行な方向に延びており、また、半導体層はこれに
重なるドレイン電極およびドレイン配線の部分では、チャネル部分を除いてドレイン電極
およびドレイン配線の形状に沿って形成されており、

ドレイン電極はゲート電極上にのみ設けられ、

ドレイン電極はゲート電極上にのみ設けられ、

図１（ａ）に示すよ
うに、ＴＦＴのソース電極７とドレイン電極６が対向するチャネル幅１１の方向が、ゲー
ト配線２と平行な方向に設けられ、ドレイン配線６ａはソース配線３と平行な方向に延び
ている。また、半導体層５はこれに重なるドレイン電極６およびドレイン配線６ａの部分
では、チャネル部分を除いてドレイン電極６およびドレイン配線６ａの形状に沿って形成
されており、



る。
【００１１】
本実施の形態におけるＴＦＴアレイ基板の製造方法を簡単に説明する。まず、透明絶縁性
基板１上に、スパッタ法等によりＣｒ等からなる金属膜を堆積後、写真製版法等によりレ
ジストを露光後パターニングし、ゲート電極を備えたゲート配線２を形成する。次に、プ
ラズマＣＶＤ法等によりゲート絶縁膜４と半導体層５を連続して堆積し、半導体層５をパ
ターニングした後、Ｃｒ等からなる金属膜をスパッタ法等により堆積し、ドレイン電極６
及びドレイン配線６ａ、ソース配線３およびソース電極７を形成する。次に、ＴＦＴを覆
うように窒化シリコン等よりなる層間絶縁膜９を成膜し、ドレイン配線６ａと画素電極８
を接続するコンタクトホール１０を形成後、スパッタ法等によりＩＴＯ等の透明導電膜を
成膜し、画素電極８をパターン形成して本実施の形態におけるＴＦＴアレイ基板が完成す
る。さらに、このＴＦＴアレイ基板と、透明電極およびカラーフィルタ等を有する対向電
極基板または透明電極を有する対向電極基板の間に液晶を配置することにより、本実施の
形態における液晶表示装置が得られる。
【００１２】
本実施の形態では、半導体層５およびこれに重なるドレイン配線６ａのゲート電極２端を
跨ぐ部分の幅を、ＴＦＴのチャネル幅１１であるドレイン電極６の幅よりも狭く設けた。
これにより、ゲート電極２、ドレイン電極６およびソース電極７をパターン形成する際に
用いる写真製版装置のアライメントずれにより生じる各ショット間のゲート電極２とドレ
イン電極６の重なり面積の差が、従来のＴＦＴ構造（図７（ｂ）参照）に比べ小さくなる
ため、フィードスルー電圧のパラメータであるＣ gdの変動を低減でき、ショットムラやフ
リッカー等の表示不良の発生を抑制できる。また、Ｃ gdに寄与するゲート電極２端を跨ぐ
半導体層５の幅も狭く設けることにより、Ｃ gd変動を防ぐことができる。特に、従来のＴ
ＦＴ構造では、チャネル幅に平行な方向のアライメントずれしか考慮されていなかったが
、本実施の形態では垂直方向のアライメントずれを考慮したことにより、あらゆる方向の
アライメントずれによるＣ gdの変動を低減できるものである。
なお、ゲート電極２上に形成された半導体層５はＣ gdに寄与しており、図１（ａ）中Ｌ１
で示すドレイン電極６の一辺と半導体層５の一辺の距離について、Ｌ１が約５μｍ以上に
なると半導体層５に起因するフィードスルー電圧が急激に増加するため、Ｌ１は５μｍ以
下に設計することが望ましい。
また、従来のＴＦＴ構造では、ドレイン電極６がゲート絶縁膜４を介してゲート電極２端
を跨ぐ段差部分において、ゲート電極２とドレイン電極６の短絡が発生しやすいという問
題があったが、本実施の形態ではドレイン配線６ａを採用することにより段差部分におけ
るドレイン電極の幅を狭くしたので、短絡の発生確率が減少し、さらにドレイン配線６ａ
の膜厚を厚くすることにより断線も防止できる。
【００１３】
実施の形態２．
図２は、本発明の実施の形態２におけるＴＦＴアレイ基板のスイッチング素子であるＴＦ
Ｔ部を示す平面図である。図中、同一、相当部分には同一符号を付し、説明を省略する。
本実施の形態では、上記実施の形態１と同様に、半導体層５およびこれに重なるドレイン
配線６ａのゲート電極２端を跨ぐ部分の幅を、ＴＦＴのチャネル幅１１であるドレイン電
極６の幅よりも狭く設け、さらに、ドレイン電極６およびドレイン配線６ａがゲート電極
２上において半導体層５と重ならない部分を有するようにした。これにより、ゲート電極
２上においてドレイン電極６からはみ出した半導体層５の面積を上記実施の形態１よりも
小さくしている。
【００１４】
上記実施の形態１に示したＴＦＴ構造（図１（ａ））では、ゲート電極２上において、ド
レイン電極６からはみ出した半導体層５の面積が大きいため、フィードスルー電圧に影響
を与える可能性がある。そこで、本実施の形態では、ゲート電極２上においてドレイン電
極６及びドレイン配線６ａの一部を半導体層５と重ならないように配置し、ドレイン電極
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６からはみ出した半導体層５すなわちドレイン電極６と同電位になる半導体層５の面積を
小さくすることで、フィードスルー電圧のパラメーターであるＣ gdの値がドレイン電極６
とゲート電極２の重なり面積でほぼ決定されるようにしたものである。
【００１５】
本実施の形態によれば、上記実施の形態１と同様の効果に加え、ドレイン電極６からはみ
出した半導体層５の面積を小さくすることにより、Ｃ gdに寄与するドレイン電極６からは
み出した半導体層５とゲート電極２で形成される容量を小さくすることができるため、フ
ィードスルー電圧の増加を抑制でき、ショットムラやフリッカーの発生をさらに抑制でき
る。
【００１６】
実施の形態３．
図３（ａ）は、本発明の実施の形態３におけるＴＦＴアレイ基板のスイッチング素子であ
るＴＦＴ部を示す平面図、図３（ｂ）は図３（ａ）中Ｂ－Ｂ’で示す部分の断面図である
。図において、８ａは画素電極８から延びてドレイン電極６に接続された画素配線である
。なお、図中、同一、相当部分には同一符号を付している。また、本実施の形態における
ＴＦＴアレイ基板の製造方法は、画素配線８ａを有する画素電極８をパターン形成し、コ
ンタクトホール１０にてドレイン電極６と画素配線８ａを接続する以外は上記実施の形態
１とほぼ同様であるため説明を省略する。
【００１７】
　本実施の形態では、ＴＦＴのドレイン電極６をゲート電極２上の半導体層５上に設け、
このドレイン電極６上にコンタクトホール１０を設け、ドレイン電極６と画素配線８ａを
電気的に接続したＴＦＴアレイ基板において、

半導体層５およびこれに重なる画素配線８ａのゲート電極２端を跨ぐ部分の幅を
、ＴＦＴのチャネル幅１１であるドレイン電極６の幅よりも狭く設けたものである。これ
により、従来のＴＦＴ構造（図７（ｂ）参照）に比べ、写真製版装置のアライメントずれ
により生じる各ショット間のゲート電極２とドレイン電極６（および画素配線８ａ）の重
なり面積の差が小さくなるため、フィードスルー電圧のパラメータであるＣ gdの変動を低
減でき、ショットムラやフリッカーの発生を抑制できる。
　なお、ゲート電極２上に形成された半導体層５はＣ gdに寄与しており、図３（ａ）中Ｌ
２で示すドレイン電極６の一辺と半導体層５の一辺の距離について、Ｌ２が約５μｍ以上
になると半導体層５に起因するフィードスルー電圧が急激に増加するため、Ｌ２は５μｍ
以下に設計することが望ましい。
【００１８】
実施の形態４
図４は、本発明の実施の形態４におけるＴＦＴアレイ基板のスイッチング素子であるＴＦ
Ｔ部を示す平面図である。図中、同一、相当部分には同一符号を付し、説明を省略する。
本実施の形態では、上記実施の形態３と同様に、半導体層５およびこれに重なる画素配線
８ａのゲート電極２端を跨ぐ部分の幅を、ＴＦＴのチャネル幅１１であるドレイン電極６
の幅よりも狭く設け、さらに、ドレイン電極６および画素配線８ａがゲート電極２上にお
いて半導体層５と重ならない部分を有するようにした。これにより、ゲート電極２上にお
いてドレイン電極６および画素配線８ａからはみ出した半導体層５の面積を上記実施の形
態３よりも小さくしている。
本実施の形態によれば、上記実施の形態３と同様の効果に加え、Ｃ gdの要因となるドレイ
ン電極６および画素配線８ａからはみ出した半導体層５とゲート電極２で形成される容量
を小さくすることができるため、フィードスルー電圧の増加を抑制でき、ショットムラや
フリッカーの発生をさらに抑制できる。
【００１９】
実施の形態５．
　図５（ａ）は、本発明の実施の形態５におけるＴＦＴアレイ基板のスイッチング素子で
あるＴＦＴ部を示す平面図、図５（ｂ）は図５（ａ）中Ｃ－Ｃ’で示す部分の断面図であ
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る。図中、同一、相当部分には同一符号を付し説明を省略する。
　本実施の形態では、ＴＦＴのドレイン電極６をゲート電極２上の半導体層５上に設け、
このドレイン電極６上にコンタクトホール１０を設け、ドレイン電極６と画素配線８ａを
電気的に接続したＴＦＴアレイ基板において、

画素配線８ａのゲート電極２端を跨ぐ段差部分の幅を、ＴＦＴのチャネル幅１１
であるドレイン電極６の幅よりも狭く設けたものである。これにより、従来のＴＦＴ構造
（図７（ｂ）参照）に比べ、写真製版装置のアライメントずれにより生じる各ショット間
のゲート電極２とドレイン電極６（および画素配線８ａ）の重なり面積の差が小さくなる
ため、フィードスルー電圧のパラメータであるＣ gd変動を低減でき、ショットムラやフリ
ッカーの発生を抑制できる。
　なお、ゲート電極２上に形成された半導体層５はＣ gdに寄与しており、図５（ａ）中Ｌ
３で示すドレイン電極６の一辺と半導体層５の一辺の距離について、Ｌ３が約５μｍ以上
になると半導体層５に起因するフィードスルー電圧が急激に増加するため、Ｌ３は５μｍ
以下に設計することが望ましい。
【００２０】
実施の形態６．
　図 は、本発明の実施の形態６におけるＴＦＴアレイ基板のスイッチング素子であるＴ
ＦＴ部を示す平面図である。図中、同一、相当部分には同一符号を付し、説明を省略する
。
　本実施の形態では、上記実施の形態５と同様に、画素配線８ａのゲート電極２端を跨ぐ
部分の幅を、ＴＦＴのチャネル幅１１であるドレイン電極６の幅よりも狭く設け、さらに
、ドレイン電極６がゲート電極２上において半導体層５と重ならない部分を有するように
した。これにより、ゲート電極２上においてドレイン電極６からはみ出した半導体層５の
面積を上記実施の形態５よりも小さくしている。
　本実施の形態によれば、上記実施の形態５と同様の効果に加え、Ｃ gdに寄与するドレイ
ン電極６からはみ出した半導体層５とゲート電極２で形成される容量を小さくすることが
できるため、フィードスルー電圧の増加を抑制でき、ショットムラやフリッカーの発生を
さらに抑制できる。
【００２１】
なお、上記実施の形態１～実施の形態６におけるドレイン電極６、ドレイン配線６ａおよ
び画素配線８ａ、半導体層５の形状は、図に示す形状に限定されるものではなく、ドレイ
ン配線６ａまたは画素配線８ａのゲート電極２端を跨ぐ部分の幅がＴＦＴのチャネル幅１
１であるドレイン電極６の幅よりも狭く設けられていれば、任意のパターンでも同様の効
果が期待できる。
また、ＴＦＴを形成するゲート電極２、半導体層５およびドレイン電極６のパターンを設
計するにあたり、ショット間のアライメントずれ発生によるフィードスルー電圧の変化を
約１５０ｍＶ以下にすることが望ましい。
また、本発明は上記実施の形態１～実施の形態６で説明したＴＦＴ構造にのみ適用される
ものではなく、例えば、ゲート配線から突起状に引き出されたゲート電極上にドレイン電
極およびソース電極を形成して構築したＴＦＴにおいても、ゲート電極による段差部上の
画素と電気的に接続されているドレイン配線または画素配線等の金属パターンと半導体層
の幅をＴＦＴのチャネル幅よりも狭く設けることにより、同様の効果が得られる。
【００２２】
【発明の効果】
　以上のように、本発明によれば、絶縁性基板上に複数本形成されたゲート電極を備えた
ゲート配線と、このゲート配線と交差する複数本のソース電極を備えたソース配線と、ゲ
ート電極上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、この半導体層に接続されたソ
ース電極及びドレイン電極よりなる薄膜トランジスタと、ドレイン電極から延びたドレイ
ン配線に接続された画素電極を備えたＴＦＴアレイ基板において、
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ース電極とドレイン電極が対向するチャネル幅の方向がゲート配線と平行な方向に設けら



半導体層およびこれに重なるドレイン配
線のゲート電極端を跨ぐ部分の幅を、薄膜トランジスタのチャネル幅であるドレイン電極
幅よりも狭く設けたので、ゲート配線、ドレイン電極およびソース電極をパターン形成す
る際に用いる写真製版装置のアライメントずれにより生じる各ショット間のゲート電極と
ドレイン電極の重なり面積の差が小さくなり、これによりフィードスルー電圧のパラメー
ターであるゲート電極とドレイン電極の寄生容量の変動を低減できるため、ショットムラ
やフリッカー等の表示不良の発生を抑制できる

【００２３】
また、ドレイン電極およびドレイン配線がゲート電極上において半導体層と重ならない部
分を有するようにし、これによりゲート電極上においてドレイン電極およびドレイン配線
からはみ出した半導体層の面積を小さくしたので、ドレイン電極からはみ出した半導体層
とゲート電極で形成される容量が小さくなり、フィールドスルー電圧にほとんど影響を与
えないため、ショットムラやフリッカー等の表示不良の発生をさらに抑制できる。また、
本発明によれば、従来のＴＦＴ構造よりもゲート配線に対する負荷容量を低減することが
できる。さらに、画素配線を採用することにより、従来よりも高開口率のＴＦＴアレイ基
板を得ることができ、表示特性に優れた液晶表示装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１であるＴＦＴアレイ基板の構造を示す平面図および断面
図である。
【図２】　本発明の実施の形態２であるＴＦＴアレイ基板の構造を示す平面図である。
【図３】　本発明の実施の形態３であるＴＦＴアレイ基板の構造を示す平面図および断面
図である。
【図４】　本発明の実施の形態４であるＴＦＴアレイ基板の構造を示す平面図である。
【図５】　本発明の実施の形態５であるＴＦＴアレイ基板の構造を示す平面図および断面
図である。
【図６】　本発明の実施の形態６であるＴＦＴアレイ基板の構造を示す平面図である。
【図７】　従来のＴＦＴアレイ基板の構造を示す平面図および断面図である。
【図８】　画素電極電圧と各信号電圧の関係を示す図である。
【符号の説明】
１　透明絶縁性基板、２　ゲート電極およびゲート配線、３　ソース配線、
４　ゲート絶縁膜、５　半導体層、６　ドレイン電極、６ａ　ドレイン配線、
７　ソース電極、８　画素電極、８ａ　画素配線、９　層間絶縁膜、
１０　コンタクトホール、１１　チャネル幅。
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と共に、ゲート配線に対する負荷容量が低
減される高開口率のＴＦＴアレイ基板を得ることができる。
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摘要(译)

要解决的问题：为了获得TFT阵列基板，其中不会发生由于制造过程中
的光刻设备的未对准而导致的诸如喷丸不均匀和闪烁的显示缺陷。 解决
方案：半导体层5的宽度和漏极布线6a的与栅电极2的端部重叠的部分的
宽度设置得比作为薄膜晶体管的沟道宽度15的漏电极6的宽度窄。结果，
由用于形成栅极布线2，漏极电极6和源极电极7的图案的光刻设备的未对
准引起的每次发射之间的栅电极2和漏电极6之间的重叠面积的差异对应
于传统的TFT。由于变化小于结构（图8）的变化，并且可以减小作为穿
通电压的参数的栅电极和漏电极的寄生电容，所以可以抑制诸如喷射不
均匀和闪烁的显示缺陷的发生。
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